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問合せ：市民課年金係　☎893-4411　内線114・117

問合せ：市民協働推進課　☎893-4411　内線403・422

問合せ・納付に関するご相談は　納税課　☎893-4411　内線255～257

沖縄県と宜野湾市による「市税の徴収強化」

　4月から滞納整理の強化 を目的に、県税事務所
から徴収専門職員が配置されています。
　納付する資力があるにもかかわらず市税を引続
き滞納する方に対して、法律に基づいた調査の上、
財産（預貯金・給与・不動産・自動車等の動産等）
の差押を行うことがあります。
　市では、納期限内に納めていただいている方と
の公平性を保つため徴収を強化しています。

沖縄県と宜野湾市が共同で
滞納整理を行います。

沖縄県と宜野湾市が共同で
滞納整理を行います。

　納め忘れのないよう納期限内での納付をお願
いします。
　都合により納付できない場合は、随時納税相
談を受け付けておりますのでご連絡ください。

市税納期カレンダー

納税・年金・内線433便り市民協働推進フォーラム

毎月の保険料（15,590 円）に付加保険料（400円）を上乗せして納めると、将来受給する老齢基礎年金に
付加年金が毎年加算されます。付加年金は定額のため、増額や減額（物価スライド）はありません。

付加保険料は、申し込んだ月分から納付ができます。ご希望の方は、市役所年金係でお申込み
ください。ただし、次に該当する方は付加保険料を納付することができません。
①現在、国民年金基金に加入している方
②現在、保険料の免除 ・ 学生納付特例 ・ 若年者納付猶予を受けている方
③現在、第 2号・第 3号被保険者の方

受給額 ＝ 老齢基礎年金額　+ （200 円×付加保険料納付月数）

⑮
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１年間で受け取る付加年金　…　200円×120月＝24,000円

〈例〉50歳から60歳まで付加保険料を納付すると
10年間（120月）で納付する額　………　400円×120月＝48,000円

（付加保険料納付月数）

付加年金は
受給する年金に毎年
加算されます。
とてもお得な制度です。

受け取る年金額を
少しでも増やせる制度 付加年金をご存知ですか？受け取る年金額を
少しでも増やせる制度 付加年金をご存知ですか？
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。

　宜野湾市では、平成27年6月に、市民協働によるまちづく
りの考え方や方法をまとめた「宜野湾市市民協働推進基本指
針」を策定しました。
　お問合せいただければ、概要版パンフレットを提供いたし
ます。また、ホームページにもデータを掲載しておりますので、
どうぞご活用ください。

★開かれた地域を目指していくヒントが
もらえた。今あるものをつないでいくこ
と。まち歩きをして、自分の地域の課題
を見つけていく！現在自分達が行ってい
る事をもう少し掘り下げて楽しく取り組
んでいきたい。(50代･女性)

★「それぞれの立場で見えるものが違う。
それを共有する」という言葉がとても印
象的だった。共有した上で、自分の立場
では何ができるかを真剣に考え、実践す
ることができたらすごくいいと思った。 
(20代･女性)

櫻井常矢氏

（左から）岩田直子氏、富濱宗俊氏、宮道喜一氏

参加者アンケートより

「市民協働によるまちづくり」は、話し合いから！


